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資料ー３



　
　保倉川の治水安全度は著しく低いため早急に向上させる必要があるが、下流部の直轄管理
区間には多数のﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄが不法に係留されていたことなどから、円滑な工事の実施が困
難な状況にあった。
　河川の適正利用に向けて、平成14年５月に「マリーナ上越」が供用を開始したことにより、当

該区間の不法係留が解消される見込みとなったことから、川底の掘削を行って河川の断面積
を拡大させるものである。

保  倉  川  河  道  掘  削

事業の概要
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